
黒石市鳥獣被害対策事業補助金 対象事業

電気柵資材
助成事業

電気柵の設置、補修、改修に必要とする資材の購

入経費を助成。

施工費や既存柵の処分費用を除いた５０，０００

円以上の経費が対象で、補助金額は経費の1/2また

は１４９，０００円の少ない方の額。

追払用具
助成事業

爆音機、忌避剤、熊よけスプレー等の追払用具の

購入経費を助成。

１０，０００円以上の経費が対象で、補助金額は

経費の1/2または９９，０００円の少ない方の額。

お問い合わせ

黒石市内におけるツキノワグマなどの鳥獣の出没件数が過去最多を

記録し、農地や住宅地近くに出没するケースも増加しています。

市は、山地に近い農園地など、生活圏におけるクマなどの出没対

策として、農地・園地への侵入を防止する器材等の購入を補助する

「黒石市鳥獣被害対策事業補助金」を運用しています。

補助金の活用を希望する方や、クマ被害等にお困りの方はご相談

ください。

黒石市 農林課 農地林務係 0172-52-2111(内線656)

※予算に限りがありますので、申請の前に必ず黒石市農林課農地林
務係までお問い合わせください。
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